
 

 

 

 

新年度を迎え、早くも１か月が経ち、新緑の季節を迎えました。八ツ田っ子４１５名は、５月の若葉のよう

にすくすくと力強く育っています。 

5月号では、出会いと別れの４月の行事について、ご紹介します。           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◇４月８日 入学式◇ 

７０人の１年生が、八ツ田っ子の仲間入りをしました。子ども 

たちに向けて、八ツ田小学校の「あたたかい学校 あいうえお」 

について、お話をしました。一年生の子たちにも早く覚えてもら 

い、みんなで力を合わせて、笑顔があふれる、明るくあたたか 

い学校を作っていきたいと思います。 

せせらぎ 
学校だより 令和８年度５月号 

知立市立八ツ田小学校 

◇４月１７日 離任式◇ 

転退任された６名の 

先生が、離任式に参加してくださいました。式に参加した２年生 

から６年生までの児童は、どの子も真剣に先生方のお話に聞き 

入っていました。また、みんなで感謝の気持ちを込めて書いた手 

紙を、代表の子どもたちが先生方にプレゼントしました。 

先生方の新天地でのご活躍をお祈り申し上げます。 

◇４月８日 クラス発表◇ 

サクラの木をいただきました。 

知立市役所都市計画課から、ジンダイアケボノという種類

のサクラの苗木を３本いただきました。正門を入って左手の斜

面に植えてくださいました。今はまだ 

細くて頼りない苗木ですが、子どもたち 

と共に大きく成長してくれるといいです。 

来年の春から、少しずつ花をつけてくれ 

ることと思います。楽しみです。 

◇４月８日 着任式・始業式◇ 

  ２～６年生の子どもたちは、教室でTeamsにて着任式・始業式を行いま

した。「一日ひとつ」目標を立てて行動することについて、お話をしました。 

＊「やりぬくことができる子」になるために 

「一日ひとつ、元気になることをしよう」 

＊「考え続けることができる子」になるために 

「一日ひとつ、かしこくなって帰ろう」 

＊「思いやることができる子」になるために 

「一日ひとつ、人にためになることをしよう」 

八ツ田っ子が今年どんな成長を見せてくれるか、楽しみです。 



４月１６日 第１回学校運営協議会（八ツ田小みらい会）を行いました 

会議の内容としては、以下の通りです。 

① 令和８年度の八ツ田小学校の学校運営に関する基本方針についての承認 

② 令和８年度の八ツ田小みらい会の取り組み（活動計画、予算 等）についての確認 

③ 各団体（あんしん見守り隊、南陽区、八ツ田町、昭和１．２．３丁目、PTA、保護者代表、おやじの会、学

校）との情報交換 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月２９日（金）防災学習の日に、 

八ツ田小みらい会にも協力していた

だきます。 
◆５年生 炊き出し体験 

 （南陽、八ツ田の学区防災会） 

◆２年生 防災クイズ 

（おやじの会）…今回初です。 

◆１年生 ハンドマッサージ体験 

 （みらい会）…今回初です。 
 

 

ボランティアを大募集します！ 
別紙にて、八ツ田小みらい会共育ボラ

ンティアを募集します。登録していただ

いた方には、お子さんのいらっしゃる学

年だけでなく、他学年のボランティア募

集のご案内も、きずなメールにて送付い

たします。登録された方は、ボランティ

ア保険加入の手続きをいたします。（費用

は、みらい会で負担） 

活動は、できるときだけで結構です。

ぜひご参加ください！ 
 

【予定しているボランティアの内容】 

自転車乗り方教室補助（３年）、さつまいも植

え補助（１年）、プール監視補助（全学年）、さ

いほう指導補助（５年）、草取り、社会見学補

助（３年）、遠足引率補助（１～３年）、町探検

補助（２年）、ミシン指導補助（５年）、鬼饅頭

づくり補助（１年）、花壇定植補助、書き初め

会準備補助（全学年）、昔遊び指導（１年）、図

書整備、読み聞かせ（全学年）等 

◆お知らせ◆ 古着のリサイクル（回収）をします 

南昇降口に、リサイクルボックスを設置しました。八ツ田小学校の児童

と保護者のみの持ち込みを許可しています。 

【出せるもの】…「タンスにしまえる状態に」が、回収できる基準です。 

・洋服 ・和服（着物） ・皮革衣料品 ・ハンカチ、スカーフ 

・カーテン ・毛布 ・タオル ・布団カバー ・帽子  

・左右そろった靴 ・帽子 ・かばん類 ・ぬいぐるみ 

【古着のリサイクル】 

回収した古着は、工場で主に①リユース用（着用できるもの→海外に輸出）

②フェルト用（フェルトに生まれ変わる）③ウエス（使い捨ての布）用の

主に３種類に仕分けされます。 

※古着の提出を強制するものではありません。ご協力できるご家庭でお願

いします。 

※回収ボックスから古着を持ち帰ることはしないでください。 

昨年度の様子 


